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（参考）薬剤師の需給推計

■薬剤師の需給推計（全国総数） ※推計期間 令和2年（2020年）～令和27年（2045年）

供給推計の範囲
（43.2～45.8万人）

需要推計の範囲
（33.2～40.8万人）
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○ 薬剤師の総数としては、概ね今後10年間は、需要と供給は同程度で推移するが、将来的には、需要が業務充実により増加すると仮定したと

しても、供給が需要を上回り、薬剤師が過剰になる。薬剤師業務の充実と資質向上に向けた取組が行われない場合は需要が減少し、供給と
の差が一層広がることになると考えられる。

○ 本需給推計は、変動要因の推移をもとに仮定条件をおいて推計したものであり、現時点では地域偏在等により、特に病院を中心として薬剤師
が充足しておらず、不足感が生じている。

○ 今後も継続的に需給推計を行い、地域偏在等への課題への対応も含めた検討に活用すべき。

供給総数（●）：機械的な推計（国家
試験合格者数が今後も近年と同程
度数に維持されると仮定）

需要総数（△）：業務の変動要因
を考慮した推計

供給総数（○）：人口減少を考慮
した推計

需要総数（▲）：機械的な推計
（業務が現在と同様と仮定）

＜供給推計＞

• 機械的な推計（●）：現在の薬剤師数の将来推計、及び今後新たなに薬剤師となる人数の推計（国家試験合格者数が今後も近年と同程度数に維持されると仮定）をもとに供給総数を推定
（推定年における年齢別死亡率も考慮）

• 人口減少を考慮した推計（○）：今後の大学進学予定者数の減少予測を踏まえ、国家試験合格者が同程度の割合で減少すると仮定して供給総数を推計

＜需要推計＞

• 機械的な推計（▲）：薬局業務（処方箋あたりの業務量）、医療機関業務（病床／外来患者の院内処方あたり業務量）及びその他の施設に従事する薬剤師の業務が、現在と同程度で推移す
る前提で推計

• 変動要因を考慮した推計（△）：薬局業務と医療機関業務が充実すると仮定した場合の推計

第12回薬剤師の養成及び資質向上等
に関する検討会 参考資料

２－１
令和４年７月13日
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少子高齢化のさらなる進行や、今後人口減少地域が増大することが予測される中で、人口構造の変化や地域の実情に応じた医薬品提供
体制を確保することが求められている。これまで薬剤師の需給調査に関しては、厚生労働行政推進調査事業費補助金（平成31年3月）
「薬剤師の需給動向の予測および薬剤師の専門性確保に必要な研修内容等に関する研究」（分担研究者：長谷川洋一・名城大学薬学部教
授）及び令和２年度「薬剤師の需給動向把握事業」が実施されているが、これらの結果では薬剤師に地域偏在があることが指摘されてい
る。また、病院団体をはじめとした関係団体等からは、薬剤師が不足しており確保が困難な状況であることから、薬剤師の養成・確保及
び勤務環境の改善を促進するとともに、地域の偏在について早急に改善策を講じ、地域の実情に即した保健医療体制を構築することなど
の要望がこれまであげられているところである。
このような要望に対して、都道府県では地域偏在の解消や薬剤師の確保に向けた方策等を検討することが求められており、地域医療介

護総合確保基金を活用した対応などの取組を講じているが、各地域での需給動向に応じた対応を行うことが必要であり、対応策を検討す
る上での参考になる情報や偏在状況を把握する上での指標が少なく、都道府県ごとに取組状況が異なるため、全国的に効果的な対応が十
分に実施できていない状況である。

背景

目的

本事業では、各都道府県における薬剤師確保のための取組事例を収集するとともに、薬剤師の地域偏在の状況・課題を整理し、地域
偏在に対応するための方策等を調査・検討することにより、今後の医薬品提供体制の確保に繋げることを目的とする。

少子高齢化の進行

人口減少地域の増大

社会情勢

上記に対応した

医薬品提供体制の確保
が必要

既存研究で

薬剤師の地域偏在
が指摘されている

問題意識と対応策

病院団体等から

薬剤師不足・確保困難
が指摘されている

対応策

都道府県では、

基金活用
などの対応
が行われている

効果的な対応が十分に
実施できていない

本事業の目的

→個々の病院の課題ではなく、
地域課題として取り扱う

→体制の一員である薬剤師が必要である

調
査
(Ａ)

今後の
検討対応に必要な

情報不足
等

対応上の問題

検討材料
としての情報

現場がすぐに
活用できる情報

地域偏在への
対応の方向性

を検討
(Ｃ）

各地域における

需給・偏在等の
データ整理

(Ｂ）

「薬剤師確保のための調査・検討事業（令和３年度予算事業）」（背景・目的）
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「薬剤師確保のための調査・検討事業（令和３年度予算事業）」（実施内容）

地域偏在へ対応するための方策の検討

薬剤師の地域偏在の状況と課題の把握調査

各都道府県における今後の地域偏在解消のための方策等
について一定の方向性を示す

（機械化、ICT 化等の業務効率化も考慮する）

薬学部

薬学生

都道府県、都道府県薬剤師会、都道府県病院薬剤師会 「医師・歯科医師・
薬剤師統計」の解析

結果

「薬剤師の需給動向把
握事業」の解析結果

地域偏在状況の分析・把握、地域偏在解消のための課題把握

各主体における薬剤師確保の取組にかかる調査

他の医療従事者（医師、看護師）の確保の取組にかかる調査

就職
意向

就職
動向

病院薬剤師

病院 薬局

薬局薬剤師

現勤務先に就職した決定要因
転職・転勤希望、職場に望む改善点

薬剤師の充足状況
薬剤師確保の取組・予算・実施期間・効果

職業紹介業者
等

求職
動向

転職
動向

都道府県内における薬剤師の充足状況
薬剤師確保の取組・予算・実施期間・効果

都道府県内における地域医療介護総合確保基金を活用した取組等
※場合により、関係団体（例：日本看護協会）へのヒアリング実施

青字：調査事項

左記
結果
を
活用

上記結果を
活用

上記結果を
活用

左記
結果
を
活用

※大学（薬学部・薬科大学）および
薬学生への調査は、別事業の調査
結果を活用するため、本事業では
調査しない。
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薬剤師の偏在の実態（従事先業態の偏在（病院・薬局）①）

○ 薬剤師数の充足状況に対する認識（充足感）について、不足している（「全く足りない」及び「足りな

い」）と回答した割合は、病院（全体）では64.8%、薬局（全体）では41.2%であった。

○ 二次医療圏の人口規模にかかわらず、病院の方が薬局よりも「全く足りない」との回答割合は高く、両者で

約3倍以上の差がみられた。

薬剤師の充足状況に対する認識（充足感）（病院・薬局 調査）

全体　n=631

二次医療圏人口10万人未満　n=125

二次医療圏人口10万人以上20万人未満

n=113

二次医療圏人口20万人以上50万人未満
n=219

二次医療圏人口50万人以上　n=173

24.7

21.6

24.8

29.7

20.8

40.1

44.0

38.9

37.9

40.5

34.2

32.0

36.3

32.0

37.6

1.0

2.4

0.0

0.5

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全く足りない やや足りない 足りている 無回答

全く足りない

やや足りない

足りている

無回答

全体　n=871

二次医療圏人口10万人未満　n=165

二次医療圏人口10万人以上20万人未満

n=182

二次医療圏人口20万人以上50万人未満
n=264

二次医療圏人口50万人以上　n=259
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＜病院＞

＜薬局＞

全く足りない

やや足りない

足りている

無回答

第12回薬剤師の養成及び資質向上等
に関する検討会 資料２

令和４年７月13日

出典：「薬剤師確保のための調査・検討事業」（令和3年度厚生労働省医薬・生活衛生局総務課委託事業）
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薬局数の推移等

出典）第19回～第23回医療経済実態調査

※宮城県及び福島県の一部は集計されていない。

出典）衛生行政報告例

○ 薬局数は増加している（令和２年度は約６万）。
○ 20店舗以上を経営する薬局の割合は増加傾向にある。

参考：一般診療所102,616施設、病院8,300施設
（令和元年10月１日現在：令和元年医療施設調査）
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20店舗以上(法人)
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薬局数の推移（万）
n=915 n=911 n=1,089 n=1,038 n=903

第１回薬局薬剤師の業務及び薬局の
機能に関するワーキンググループ 資料２

令和４年２月14日
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薬局の在宅医療への参加状況と体制
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在宅患者に係る処方箋枚数

 薬局は地域連携薬局の認定の有無に関わらず在宅医療に取り組んでいるが、地域連携薬局は勤務している薬剤師数
や処方箋受付枚数が多いことから、在宅患者に係る処方箋をより多く応需している。

n = 215 n = 328 

n = 215 n = 328 
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勤務している薬剤師数

2538.1

1388.4
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処方箋受付枚数

n = 215 n = 328 

＊非常勤薬剤師の数は常勤換算。

資料出所：令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「新型コロナウイルス感染症関連対策における地域連携薬局等の活用のための研究」を元に、医政局地域医療計画課において集計
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第５回在宅医療及び医療・介護連携
に関するワーキンググループ 資料

令和４年７月28日



薬局における医薬品・医療機器等の提供体制
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他の薬局へ医薬品を提供した実績

 薬局は1000品目以上の医療用医薬品を備蓄し、薬物療法に必要な医薬品を速やかに患者に提供する体制を整備している。また、薬局に在
庫がない特殊な医薬品等の処方箋を応需した場合、近隣の薬局と協力し合い、当該医薬品を他の薬局から譲受して調剤している。

 悪性腫瘍の疼痛緩和に用いられる医療用麻薬についても多くの薬局で調剤の実績がある。
 さらに、薬局は医薬品だけでなく、医療機器や衛生材料の提供も行っている。
 地域連携薬局はこれら医薬品・医療機器等の提供に関する実績が多く、地域の医薬品・医療機器等の提供に関して特に重要な役割を果たし
ている。

n = 327 n = 215 n = 215 n = 328 

n = 215 

n = 328 

n = 215 

n = 328 

＊保険調剤に係る医薬品を対象とし、異なる規格は別品目として計上。

＊2021年９月～2022年２月の６か月間の実績。 ＊2021年９月～2022年２月の６か月間の実績。

＊2021年９月～2022年２月の６か月間に、他の薬局からの医薬品提供依頼に応じた件数。

資料出所：令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「新型コロナウイルス感染症関連対策における地域連携薬局等の活用のための研究」を元に、医政局地域医療計画課において集計
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37.8%

60.5%
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地域連携薬局

それ以外の薬局

医療機器や衛生材料の提供実績

あり なし

第５回在宅医療及び医療・介護連携
に関するワーキンググループ 資料

令和４年７月28日
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薬局による多職種との情報連携
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退院時カンファレンスへの参加

薬局は薬物療法の質の向上と安全性の担保のため、医療機関からの求めの有無にかかわらず、服薬状況等の情報提供を
積極的に行っている。また、退院時には、在宅医療を担う医師や看護師、介護職員等と連携体制を構築するため、薬局
は退院時カンファレンスにも参加している。

地域連携薬局は医療機関への情報提供や退院時カンファレンスへの参加、訪問看護事業所との連携体制構築を積極的に
実施し、在宅患者の薬物療法の質向上に大きく貢献している。

入退院時における患者の

服薬状況等の情報連携

診療所

病院

薬局

訪問看護事業所等

在宅患者

訪問

診療

訪問薬剤

管理指導

訪問看護等

連携体制の構築

n = 215 n = 328 
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訪問看護事業所との連携体制

n = 215 n = 328 

n = 215 n = 328 

資料出所：令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「新型コロナウイルス感染症関連対策における地域連携薬局等の活用のための研究」を元に、医政局地域医療計画課において集計
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薬局の急変時の対応体制、ターミナルケアへの参加

多くの薬局において24時間対応が可能な体制が整備されている。
人生の最終段階（終末期）の患者への訪問薬剤管理指導や、患者・家族等との話し合いの場に薬局の薬剤師は参加し
ている。

特に地域連携薬局においては24時間対応が可能な体制が整備され、ターミナルケアにも積極的に参加している。
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資料出所：令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「新型コロナウイルス感染症関連対策における地域連携薬局等の活用のための研究」を元に、医政局地域医療計画課において集計

＊2021年９月～2022年２月の６か月間の実績。
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